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４．実施結果・取組のまとめと、平成２１年度以降のＭＭ実施方針 

 

１．新たな路線・地域におけるＭＭの実施  

 今年度は，平成１９年度に取りまとめたＭＭ実施方針に基づき，重点取組路線（日光街道・

新里街道）と新設された路線（西原線），サービスレベルが向上した路線（光ヶ丘団地線）で

新たにＭＭを実施した。 
 また，日光街道・新里街道においては，新たに沿線企業の従業員をＭＭの対象に加えて実施

した。 

 

❏これまでの「モビリティ･マネジメント施策」の実施結果 

Ｈ18 年度 Ｈ19 年度 Ｈ20 年度  

石井街道 白沢街道 日光・新里街道 西原線 光ヶ丘団地線 

クルマ利用の変化 11%の減少 25%の減少 20%の減少 18%の減少 20%の減少 

バス利用への転換 18%の増加 16%の転換 13%の転換 15%の転換 12%の転換 
 
※ H18 年度の石井街道は「クルマ以外の交通手段が減少または変化なし」も含む 
※ H18 年度の石井街道は既存の利用者も含むバスの利用頻度の増 
※ H20 年度は H19 と同様の評価指標で再分析を行っている 

 
→今年度実施した３路線においても，これまで実施してきたＭＭとほぼ同水準の実施効果を

示している。 
 
❏日光街道・新里街道（沿線企業従業員）の実施結果 

 【クルマ利用の変化】 

 
 
 
 【バス利用への転換】 

 
 
 

 
→企業従業員に対するＭＭでも同様の効果が得られ，従業員の施策に対する評価も高い。ま

た，事前アンケートの回収率が５０．４％と高い数値を示す等，企業の協力を得ることで

効果的，効率的なＭＭの実施が期待できる。 
 

今年度設置した「宇都宮市モビリティ･マネジメント実行員会」により,引き続き，重点取

組路線で優先的にＭＭを実施していくとともに，新設された路線，サービスレベルや利用

環境が向上した路線についても戦略的にＭＭを実施していく。 
実施エリアの選定基準に沿線の企業の立地状況を加えるなど，企業の従業員を対象とした

ＭＭを推進していく。 

63.6 19.516.9【N = 77】

（%）

クルマ以外の交通手段が増加 クルマ以外の交通手段も減少、変化なし クルマ利用が増加、変化なし

バス利用に転換した バス利用に転換していない 以前からバスを利用している

6.5 80.513.0【N = 77】

（%）

クルマ利用日数の減少 
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２．ＭＭ実施後の継続的な取組の実施  

（１）ＭＭ実施後の継続的なアプローチ 

  これまでＭＭを実施した沿線住民に対してニューズレターを発行し，継続的な情報提供を

行った。 

❏石井街道（平成２０年９月） ❏白沢街道（平成２１年３月実施予定） 

 

今年度実施した３路線についてもニューズレターを発行するなど，継続的なアプローチを

行い，ＭＭの効果を継続させていくための取組を実施していく。 

 

（２）バス事業者と連携した時刻表等の継続的な提供 

これまでは，各路線の時刻表について，バス協会（石井街道）や宇都宮市（白沢街道）が

それぞれのＨＰで時刻表を公開しており，また，市ＨＰにはバス事業者のリンク設定がされ

ていなかったが， 

❏平成２０年４月からは，民間事業者と行政の連携により，地域ポータルサイト「＠とち

ぎ」による時刻表検索がバス事業者３社で可能となった。 

  ❏各バス事業者のＨＰに「＠とちぎ」のリンク設定を行うとともに（ＪＲバス関東は平成

２１年４月実施予定），市ＨＰにも各バス事業者のリンクを設定し，ＨＰによる情報提

供を改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＰ以外での情報提供について，他都市の事例等を参考にしながら検討するなど， 

今後も情報提供の充実についてバス事業者と行政が連携して推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 
「やまぐち生活交通サポーター制度」
登録者に対する特典の提供（山口県） 

「＠とちぎ」時刻表検索サイト 市ＨＰのバス事業者リンク 
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３．効果的なＭＭの実施  

 利便性の高いマイカーから公共交通への意識転換，利用転換を効果的に行うため，バスの利

用環境整備や中心市街地との連携策について検討を行った。 

（１）バス利用環境整備 

   バス事業者が実施するバス停への上屋，ベンチの設置やバス停付近への駐輪場整備を支

援する「宇都宮市公共交通利用環境整備事業費補助金」を創設し，バス事業者と行政が連

携して，利用環境整備に取り組んだ。 

   ❏バス停付近への駐輪場整備・・・「西川田東」「奈坪台回転場」「柳田車庫」 

   ❏ベンチ設置・・・「市役所庁舎前（平成２１年５月設置予定）」 

 

今年度のアンケートで，バス停付近への駐輪場の設置意向が高かった「細谷車庫（日光・

新里街道）」，「西原車庫（西原線）」，「光ヶ丘入口（光ヶ丘団地線）」について設置に向け

た検討を進めていく。 

バス停への上屋，ベンチの設置も含め，ＭＭの実施と連携した計画的な整備を推進してい

く。 

 

（２）バスと中心市街地との連携 

公共交通専門部会や中心市街地専門部会において，バスと中心市街地の連携策につい

て検討を行い，新たにバス車内への無料広告（中心市街地の百貨店，イベント情報）を

実施した。（平成２１年４月掲載予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き，バス事業者と中心市街地関係者の連携を強化し，バス利用者に対する特典（ク

ーポン）の発行等，新たな連携施策を検討するなど，「相互に利益を生み出せる関係」の

構築を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客に対して 

相互に情報を発信 
バス事業者 中心市街地 

バス利用者 中心市街地来街者 新規の顧客獲得

バス事業者と中心市街地の連携イメージ 

バス車内広告
「春のまちなかバスに乗っていこう！」 
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４．その他の取組について  

現在，一部の赤字バス路線の沿線地域において，バス事業者が「地域住民専用」の時刻表

を配付するなど，ＭＭの実施を推進している重点取組路線以外でもバスの利用促進に取り組

んでいる。 

❏今年度の新たな取組として，時刻表と併せて，小学生向けの「バスののりかた」チラシ

を配付し，大人だけでなく，バスの乗り方を知らない子どもに対しての啓発活動に取り

組んだ。 

❏幼い頃に公共交通を利用する機会を得ることで，公共交通の役割や必要性を理解すると

ともに，将来，クルマ以外の選択肢を持つことができるよう，今年度，栃木県がバス無

料券付副読本「みんなでのろう」を県内の小学校（２年生を対象）に配付している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＭＭ実施路線沿線の小学校を対象に，「バスののりかた」チラシやノンステップバスを使

った「バスの乗り方出前講座」を実施するなど，子どもを対象とした意識啓発活動につい

て検討を行っていく。 

 

 

 

「バスののりかた」チラシ 副読本「みんなでのろう」 


